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エ
ア
コ
ン
購
入
費
助
成

問　

助
成
検
討
を
具
体
化
し
た
こ

と
を
評
価
す
る
。
検
討
状
況
は
。

答　

助
成
対
象
と
す
る
要
件
や
助

成
上
限
額
な
ど
、
区
と
し
て
の
支

援
の
検
討
を
進
め
て
い
る
。

問　

次
年
度
に
向
け
た
主
な
取
り

組
み
は
、
ど
の
段
階
で
具
体
的
に

明
ら
か
に
で
き
る
か
。

答　

第
４
回
定
例
会
で
報
告
す
る
。

外
国
人
へ
の
デ
マ
や
事
実
誤
認

問　

「
外
国
人
へ
の
国
保
給
付
費

が
高
い
」
、
ま
た
「
生
活
保
護
の

申
請
か
ら
審
査
の
過
程
で
優
遇
さ

れ
て
い
る
」
等
の
事
実
は
あ
る
か
。

答　

国
民
健
康
保
険
加
入
率
及
び

療
養
給
付
費
の
給
付
割
合
か
ら
鑑か

ん
が

み
て
、
外
国
人
の
医
療
費
が
高
い

と
は
言
え
な
い
。
ま
た
、
生
活
保

護
の
申
請
か
ら
調
査
、
決
定
は
法

令
等
に
基
づ
い
て
お
り
、
優
遇
し

て
い
る
事
実
は
な
い
。

区
営
住
宅

問　

区
営
住
宅
に
お
い
て
、
浴
槽

や
風
呂
釜
が
未
整
備
の
住
宅
数
は
。

答　

全
４
５
３
戸
の
う
ち
、
３
５

２
戸
が
未
整
備
で
あ
る
。

問　

約
78
％
が
未
整
備
で
あ
る
こ

と
に
問
題
意
識
を
持
っ
て
い
る
か
。

答　

生
活
困
窮
者
に
と
っ
て
、
入

居
そ
の
も
の
を
断
念
せ
ざ
る
を
得

な
い
要
因
と
な
る
可
能
性
が
あ
り
、

問
題
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。

問　

民
間
賃
貸
住
宅
で
は
、
一
般

的
な
附
属
設
備
で
あ
る
。
区
営
住

宅
に
お
い
て
も
、
浴
槽
や
風
呂
釜

が
な
い
住
戸
は
、
公
営
住
宅
等
長

寿
命
化
計
画
の
中
に
位
置
付
け
て
、

計
画
的
な
整
備
を
す
べ
き
で
は
。

答　

計
画
策
定
の
中
で
検
討
す
る
。

上
高
田
地
域
の

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
交
通

問　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
交
通
の
導
入

に
は
、
地
域
住
民
で
構
成
さ
れ
る

地
域
組
織
の
立
ち
上
げ
が
必
要
と

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
は
。

答　

地
域
の
実
情
を
最
も
理
解
す

る
住
民
の
主
体
的
で
積
極
的
な
活

動
の
取
り
組
み
が
不
可
欠
で
あ
る

た
め
で
あ
る
。
区
は
、
導
入
の
検

討
や
計
画
作
成
、
停
留
所
の
地
先

交
渉
、
事
業
継
続
の
た
め
の
利
用

促
進
等
の
活
動
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
。

災
害
時
の
士
業
連
携

問　

内
閣
府
の
「
災
害
ケ
ー
ス
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
実
施
の
手
引
き
」
で

も
士
業
連
携
研
修
は
自
治
体
に
強

く
推
奨
さ
れ
て
い
る
。
関
係
部
署

を
巻
き
込
み
、
士
業
団
体
と
定
期

的
に
顔
合
わ
せ
を
し
、
災
害
に
備

え
た
実
効
性
あ
る
体
制
に
つ
な
が

る
取
り
組
み
を
行
っ
て
は
ど
う
か
。

答　

各
士
業
間
の
連
携
及
び
協
力

デ
ジ
タ
ル
地
域
通
貨
ナ
カ
ペ
イ

問　

区
が
デ
ジ
タ
ル
商
品
券
等
の

事
業
を
進
め
る
中
、
ご
当
地
通
貨

の
可
能
性
を
提
案
し
て
ナ
カ
ペ
イ

が
導
入
さ
れ
、
感
謝
の
声
を
い
た

だ
い
て
い
る
。
効
果
を
正
し
く
把

握
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
が
、

高
齢
者
や
若
年
層
の
利
用
状
況
は
。

答　

20
歳
代
よ
り
も
60
歳
代
の
利

用
が
多
く
な
っ
て
い
る
。

問　

誰
一
人
取
り
残
さ
な
い
と
い

う
視
点
か
ら
、
20
歳
代
や
高
齢
者

等
の
未
利
用
者
へ
の
手
立
て
を
強

化
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
。

答　

20
歳
代
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に

つ
い
て
工
夫
す
る
と
と
も
に
、
高

齢
者
向
け
に
は
説
明
会
の
実
施
や
、

中
野
駅
新
北
口
駅
前
広
場
の
名
称

問　

募
集
の
時
期
に
つ
い
て
、

「
ま
ち
づ
く
り
の
進し

ん
ち
ょ
く捗

に
合
わ
せ

て
検
討
す
る
」
と
の
説
明
で
あ
っ

た
が
、
い
つ
開
始
す
る
予
定
か
。

答　

令
和
11
年
度
の
完
成
に
向
け

て
実
施
を
検
討
し
て
い
る
。

問　

旧
区
役
所
・
サ
ン
プ
ラ
ザ
地

区
の
再
開
発
計
画
を
前
提
と
す
る

の
で
は
な
く
、
地
域
住
民
の
意
見

を
尊
重
し
た
名
称
選
定
を
行
う
姿

勢
が
区
に
は
あ
る
の
か
。

答　

再
開
発
事
業
に
偏
る
こ
と
な

く
、
地
域
住
民
の
意
見
や
地
域
の

特
性
を
踏
ま
え
選
定
を
行
う
。

問　

駅
の
出
口
名
称
だ
け
で
な
く
、

こ
の
場
所
に
「
囲
町
」
と
い
う
町

が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
後
世
に

衛
生
上
問
題
の
あ
る
動
物
へ
の

悪
質
な
餌
や
り
に
対
す
る
対
策

問　

区
の
条
例
に
基
づ
く
過
料
を

科
し
た
が
改
善
さ
れ
な
い
場
合
、

ど
れ
ほ
ど
の
期
間
を
置
け
ば
再
度

過
料
を
科
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
。

答　

条
例
上
、
回
数
や
期
間
等
に

関
す
る
規
定
は
設
け
て
い
な
い
。

問　

過
料
を
科
し
て
も
命
令
に
従

わ
な
い
場
合
は
、
改
善
す
る
ま
で

毎
月
過
料
を
科
す
な
ど
、
よ
り
効

果
的
な
取
り
組
み
を
す
べ
き
で
は
。

答　

違
反
行
為
が
継
続
す
る
場
合

に
は
再
度
過
料
を
科
す
こ
と
は
可

能
と
考
え
て
い
る
。
早
期
解
決
に

向
け
実
効
性
の
あ
る
対
策
を
講
じ

て
い
き
た
い
。

受
動
喫
煙
防
止
の
対
策

問　

受
動
喫
煙
防
止
対
策
に
関
す

る
条
例
の
検
討
に
当
た
り
、
「
過

料
は
予
定
し
な
い
」
と
答
弁
が
あ

っ
た
が
、
そ
の
理
由
と
規
制
の
実

効
性
を
確
保
す
る
代
替
案
を
伺
う
。

答　

コ
ス
ト
等
の
課
題
が
多
い
た

め
現
時
点
で
は
考
え
て
い
な
い
。

条
例
の
施
行
に
先
立
ち
、
普
及
計

画
の
強
化
、
巡
回
指
導
の
実
施
を

予
定
し
て
お
り
、
路
上
喫
煙
者
に

直
接
周
知
や
指
導
を
行
っ
て
実
効

性
を
上
げ
て
い
き
た
い
。

問　

区
の
受
動
喫
煙
対
策
は
遅
れ

て
い
る
た
め
、
条
例
施
行
に
よ
る

規
制
が
始
ま
る
前
後
の
初
期
段
階

で
は
、
喫
煙
所
の
設
置
助
成
制
度

を
充
実
す
る
な
ど
す
べ
き
で
は
。

答　

条
例
施
行
に
先
立
っ
て
助
成

制
度
を
開
始
し
、
事
業
者
等
に
積

極
的
に
利
用
を
働
き
か
け
て
、
早

期
に
公
衆
喫
煙
所
が
設
置
で
き
る

体
制
が
有
機
的
か
つ
実
効
的
に
機

能
す
る
よ
う
、
基
礎
づ
く
り
の
た

め
の
取
り
組
み
を
検
討
し
た
い
。

防
災
対
策

問　

止
水
板
設
置
助
成
制
度
が
な

く
、
区
民
は
自
助
努
力
に
頼
ら
ざ

る
を
得
な
い
。
導
入
す
べ
き
で
は
。

答　

今
後
研
究
し
て
い
く
。

ス
マ
ホ
カ
フ
ェ
を
実
施
す
る
な
ど
、

引
き
続
き
周
知
に
取
り
組
み
た
い
。

問　

商
店
街
応
援
の
た
め
に
は
、

よ
り
多
く
の
人
が
使
え
る
こ
と
が

望
ま
し
い
が
、
プ
レ
ミ
ア
ム
チ
ャ

ー
ジ
分
は
区
の
財
源
で
あ
り
、
そ

の
バ
ラ
ン
ス
は
数
字
を
基
に
政
策

立
案
す
る
必
要
が
あ
る
。
当
選
確

率
や
、
プ
レ
ミ
ア
ム
の
割
合
を
区

民
と
区
外
の
方
で
差
を
つ
け
て
は
。

答　

社
会
経
済
状
況
等
を
踏
ま
え
、

活
用
に
つ
い
て
今
後
検
討
し
た
い
。

問　

現
在
検
討
中
の
拡
張
機
能
や

新
た
な
使
い
方
は
あ
る
の
か
。

答　

ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
機
能
を
実

装
し
、
商
店
街
で
活
用
い
た
だ
く

予
定
で
あ
る
。
来
年
度
は
ク
レ
ジ

ッ
ト
カ
ー
ド
の
チ
ャ
ー
ジ
を
可
能

と
す
る
こ
と
や
、
利
用
者
間
の
送

金
機
能
の
導
入
を
検
討
し
て
い
る
。

中
野
駅
新
南
口
側
線
路
法
面
整
備

問　

中
野
駅
の
ガ
ー
ド
下
と
と
も

に
、
中
野
駅
新
南
口
と
中
野
通
り

の
間
の
線
路
法
面
が
再
開
発
計
画

か
ら
取
り
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

ま
で
整
備
手
法
を
提
案
し
て
き
た

が
、
ど
の
よ
う
に
進
め
る
の
か
。

答　

中
野
三
丁
目
の
ま
ち
づ
く
り

に
合
わ
せ
て
、
Ｊ
Ｒ
東
日
本
に
対

し
、
区
の
施
策
と
連
携
し
た
整
備

の
提
案
及
び
協
議
を
行
っ
て
い
く
。

伝
え
る
方
法
も
検
討
し
て
は
。

答　

モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
や
旧
町
名
・

地
域
の
歴
史
を
記
し
た
銘
盤
の
設

置
な
ど
方
法
を
検
討
し
た
い
。

旧
商
工
会
館
跡
地
の
活
用

問　

新
井
地
域
は
公
共
施
設
が
少

な
く
、
従
前
、
中
野
サ
ン
プ
ラ
ザ

が
そ
の
役
割
を
一
部
担
っ
て
い
た
。

今
後
定
期
借
地
に
よ
る
民
間
活
用

を
進
め
る
際
に
は
、
１
０
０
〜
１

５
０
平
米
程
度
の
地
域
交
流
ス
ペ

ー
ス
を
組
み
込
ん
だ
提
案
を
条
件

に
含
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
。

答
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
を
行
う
場
合
に

は
、
地
域
交
流
ス
ペ
ー
ス
の
設
置

も
含
め
て
検
討
す
る
。

よ
う
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。

ゲ
リ
ラ
豪
雨
へ
の
対
策

問　

浸
水
被
害
対
策
に
お
け
る
水

防
用
土
の
う
の
配
備
・
配
布
は
、

ゲ
リ
ラ
豪
雨
に
対
し
て
は
不
十
分

で
あ
る
と
考
え
る
が
、
止
水
板
の

購
入
助
成
制
度
を
検
討
し
て
は
。

答　

他
区
の
状
況
な
ど
を
含
め
、

今
後
研
究
し
て
い
く
。

問　

デ
ジ
タ
ル
弱
者
へ
の
対
応
と

し
て
、
河
川
の
水
位
上
昇
や
氾
濫

の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
、
電
話
や

Ｆ
Ａ
Ｘ
で
の
プ
ッ
シ
ュ
型
連
絡
方

法
を
検
討
し
て
は
ど
う
か
。

答　

現
在
、
防
災
会
を
対
象
に
災

害
情
報
の
電
話
伝
達
の
仕
組
み
を

運
用
し
て
い
る
が
、
要
配
慮
者
な

ど
の
対
象
者
の
拡
大
に
向
け
、
プ

ッ
シ
ュ
型
連
絡
の
ニ
ー
ズ
把
握
や

情
報
提
供
の
在
り
方
を
検
討
し
て

い
く
。

ポ
イ
ン
ト
事
業

問　

健
幸
ポ
イ
ン
ト
事
業
は
、
概お

お
む

ね
40
歳
以
上
を
対
象
と
し
て
い
る

が
、
今
回
の
事
業
結
果
を
踏
ま
え
、

今
後
若
年
層
へ
の
拡
大
や
高
齢
者

層
へ
の
特
化
な
ど
を
検
討
し
て
は
。

答　

年
齢
層
の
拡
大
や
高
齢
者
層

の
フ
レ
イ
ル
予
防
に
効
果
的
な
取

り
組
み
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。

問　

ナ
カ
ペ
イ
は
現
行
、
コ
ン
ビ

ニ
払
い
中
心
で
利
用
の
ハ
ー
ド
ル

に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
ク
レ
ジ
ッ

ト
カ
ー
ド
で
の
チ
ャ
ー
ジ
は
い
つ

か
ら
利
用
で
き
る
の
か
。

答　

来
年
度
の
夏
頃
ま
で
に
実
装

で
き
る
よ
う
調
整
し
て
い
き
た
い
。

私
道
整
備
助
成

問　

権
利
関
係
者
が
多
い
場
合
、

わ
ず
か
１
割
の
負
担
で
も
合
意
形

成
が
困
難
と
な
り
、
結
果
的
に
整

備
が
進
ま
な
い
現
実
が
あ
る
。
区

の
負
担
を
９
割
か
ら
10
割
に
引
き

上
げ
、
区
が
責
任
を
持
っ
て
整
備

を
進
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

答　

私
道
は
個
人
の
財
産
で
あ
り
、

所
有
者
等
に
維
持
管
理
の
責
任
は

あ
る
と
考
え
て
い
る
。
区
は
９
割

を
負
担
す
る
こ
と
で
、
今
後
も
私

道
の
管
理
と
保
全
の
支
援
を
行
う
。

区
民
委
員
会
視
察
報
告

区
民
委
員
会
視
察
報
告10月30日（木）から31日（金）に、大阪府豊中市の

「中小企業支援・創業支援」についてと、兵庫県尼崎市の
「環境施策」について視察を行いました。写真は豊中市で
の様子です。

日
本
共
産
党
議
員
団浦

野　
さ
と
み

都
民
フ
ァ
ー
ス
ト
の
会
中
野
区
議
団

内
野　
大
三
郎

立
憲
・
国
民
・
ネ
ッ
ト
・
無
所
属
議
員
団

杉
山　
司

公
明
党
議
員
団

木
村　
広
一

自
由
民
主
党
議
員
団

市
川　
し
ん
た
ろ
う


